
三次市教育委員会議案第４号 

 

 

 三次市体育指導委員に関する規則の一部を改正する規則案を次のように提案す

る。 

 

 

  平成２２年５月１０日提出 

 

 

三次市教育委員会教育長 児 玉 一 基  

 

 

   三次市体育指導委員に関する規則の一部を改正する規則（案） 

 

 三次市体育指導委員に関する規則（平成１６年三次市教育委員会規則第３１号）

の一部を次のように改正する。 

 

 附則を附則第１項とし，同項に見出しとして「（施行期日）」を付し，附則に

次の１項を加える。 

 （任期の特例） 

２ 三次市体育指導委員に関する規則の一部を改正する規則（平成２２年三次市

教育委員会規則第 号）の公布の日以後最初の任期満了に伴い委嘱する委員の

任期に関する第５条第１項の規定の適用については，同項中「２年」とあるの

は，「平成２４年３月３１日まで」とする。 

   附 則 

 この規則は，公布の日から施行する。 


